
            大船渡市ブロック塀等安全確保対策大船渡市ブロック塀等安全確保対策大船渡市ブロック塀等安全確保対策大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱事業補助金交付要綱事業補助金交付要綱事業補助金交付要綱    

    （目的）（目的）（目的）（目的）    

第１第１第１第１    避難路沿道等に面している危険なブロック塀等の地震に対する安全性を避難路沿道等に面している危険なブロック塀等の地震に対する安全性を避難路沿道等に面している危険なブロック塀等の地震に対する安全性を避難路沿道等に面している危険なブロック塀等の地震に対する安全性を

向上させ、震災に強いまちづくりを推進するため、危険なブロック塀等の安向上させ、震災に強いまちづくりを推進するため、危険なブロック塀等の安向上させ、震災に強いまちづくりを推進するため、危険なブロック塀等の安向上させ、震災に強いまちづくりを推進するため、危険なブロック塀等の安

全確保対策に要する経費に対し、予算の範囲内で、大船渡市補助金等交付規全確保対策に要する経費に対し、予算の範囲内で、大船渡市補助金等交付規全確保対策に要する経費に対し、予算の範囲内で、大船渡市補助金等交付規全確保対策に要する経費に対し、予算の範囲内で、大船渡市補助金等交付規

則（平成則（平成則（平成則（平成13131313年大船渡市規則第年大船渡市規則第年大船渡市規則第年大船渡市規則第56565656号号号号。以下「規則」という。。以下「規則」という。。以下「規則」という。。以下「規則」という。）及びこの要綱に）及びこの要綱に）及びこの要綱に）及びこの要綱に

より補助金を交付する。より補助金を交付する。より補助金を交付する。より補助金を交付する。    

    （定義）（定義）（定義）（定義）    

第２第２第２第２    この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。に定めるところによる。に定めるところによる。に定めるところによる。    

    (1) (1) (1) (1) ブロック塀等ブロック塀等ブロック塀等ブロック塀等    市内に存在市内に存在市内に存在市内に存在する組積造の塀する組積造の塀する組積造の塀する組積造の塀（補強コンクリートブロック（補強コンクリートブロック（補強コンクリートブロック（補強コンクリートブロック

造造造造の塀の塀の塀の塀を含む。）を含む。）を含む。）を含む。）をいう。をいう。をいう。をいう。    

    (2) (2) (2) (2) 避難路沿道等避難路沿道等避難路沿道等避難路沿道等    避難路（避難路（避難路（避難路（大船渡市耐震改修促進計画に大船渡市耐震改修促進計画に大船渡市耐震改修促進計画に大船渡市耐震改修促進計画に位置付けた位置付けた位置付けた位置付けた避避避避難路難路難路難路

をいう。）をいう。）をいう。）をいう。）の沿道又の沿道又の沿道又の沿道又はははは避難地避難地避難地避難地（大船渡市地域防災計画に位置付けた避難地（大船渡市地域防災計画に位置付けた避難地（大船渡市地域防災計画に位置付けた避難地（大船渡市地域防災計画に位置付けた避難地（学（学（学（学

校施設を除く。）校施設を除く。）校施設を除く。）校施設を除く。）をいう。）をいう。）をいう。）をいう。）に隣接する敷地をいう。に隣接する敷地をいう。に隣接する敷地をいう。に隣接する敷地をいう。    

    ((((3333) ) ) ) 安全確保対策安全確保対策安全確保対策安全確保対策    避難路沿道等に面している危険なブロック塀等に対し避難路沿道等に面している危険なブロック塀等に対し避難路沿道等に面している危険なブロック塀等に対し避難路沿道等に面している危険なブロック塀等に対し

て行う耐震診断及び耐震改修工事をいう。て行う耐震診断及び耐震改修工事をいう。て行う耐震診断及び耐震改修工事をいう。て行う耐震診断及び耐震改修工事をいう。    

    (4) (4) (4) (4) 耐震診断耐震診断耐震診断耐震診断    一一一一級建築士級建築士級建築士級建築士、、、、二級建築士二級建築士二級建築士二級建築士又は又は又は又はブロック塀診断士がブロック塀診断士がブロック塀診断士がブロック塀診断士が、、、、「既存ブ「既存ブ「既存ブ「既存ブ

ロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説ロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説ロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説ロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」」」」（一般財団法人（一般財団法人（一般財団法人（一般財団法人日日日日

本建築防災協会編集）に掲げる「耐震診断基準」に本建築防災協会編集）に掲げる「耐震診断基準」に本建築防災協会編集）に掲げる「耐震診断基準」に本建築防災協会編集）に掲げる「耐震診断基準」に基づき基づき基づき基づき、、、、ブロック塀等ブロック塀等ブロック塀等ブロック塀等

の耐震性能を評価することをいう。の耐震性能を評価することをいう。の耐震性能を評価することをいう。の耐震性能を評価することをいう。    

    (5) (5) (5) (5) 耐震改修工事耐震改修工事耐震改修工事耐震改修工事    ブロック塀等の耐震性能の向上を目的とブロック塀等の耐震性能の向上を目的とブロック塀等の耐震性能の向上を目的とブロック塀等の耐震性能の向上を目的として、現行の建して、現行の建して、現行の建して、現行の建

築基準法令の耐震関係規定築基準法令の耐震関係規定築基準法令の耐震関係規定築基準法令の耐震関係規定（以下「現行法令」という。）（以下「現行法令」という。）（以下「現行法令」という。）（以下「現行法令」という。）にににに適合適合適合適合するようにするようにするようにするように

行う補強行う補強行う補強行う補強、、、、補修補修補修補修、、、、改築改築改築改築又は除却又は除却又は除却又は除却の工事の工事の工事の工事をいう。をいう。をいう。をいう。    

    （補助対象築造物）（補助対象築造物）（補助対象築造物）（補助対象築造物）    

第３第３第３第３    補助補助補助補助金の交付の対象とな金の交付の対象とな金の交付の対象とな金の交付の対象となるブロック塀等（以下「補助対象築造物」といるブロック塀等（以下「補助対象築造物」といるブロック塀等（以下「補助対象築造物」といるブロック塀等（以下「補助対象築造物」とい

う。）は、次の各号のう。）は、次の各号のう。）は、次の各号のう。）は、次の各号のいずれにもいずれにもいずれにもいずれにも該当するものとする。該当するものとする。該当するものとする。該当するものとする。    

    (1) (1) (1) (1) 市長が定める方法により市長が定める方法により市長が定める方法により市長が定める方法により自己自己自己自己点検を実施し点検を実施し点検を実施し点検を実施した結果た結果た結果た結果、耐震性が不十分であ、耐震性が不十分であ、耐震性が不十分であ、耐震性が不十分であ

ると判ると判ると判ると判断されたもの断されたもの断されたもの断されたもの    

    (2(2(2(2) ) ) ) 避難路沿道等に面してい避難路沿道等に面してい避難路沿道等に面してい避難路沿道等に面しているものであっるものであっるものであっるものであって、て、て、て、地面地面地面地面からの高さがからの高さがからの高さがからの高さが１１１１メートルメートルメートルメートル

（擁壁上（擁壁上（擁壁上（擁壁上にあるものにあってにあるものにあってにあるものにあってにあるものにあっては、は、は、は、高さが高さが高さが高さが0.60.60.60.6メートル）以上のものメートル）以上のものメートル）以上のものメートル）以上のもの    

    (3) (3) (3) (3) 建築基準法令に違反していないもの建築基準法令に違反していないもの建築基準法令に違反していないもの建築基準法令に違反していないもの    

    (4) (4) (4) (4) 国、県又は市が実施する他の補助金の交付を受けていないもの国、県又は市が実施する他の補助金の交付を受けていないもの国、県又は市が実施する他の補助金の交付を受けていないもの国、県又は市が実施する他の補助金の交付を受けていないもの    

    （補助（補助（補助（補助対象者）対象者）対象者）対象者）    

第４第４第４第４    補補補補助金の交付の対象となる助金の交付の対象となる助金の交付の対象となる助金の交付の対象となる者は、次の各号の者は、次の各号の者は、次の各号の者は、次の各号のいずれにも該当する者いずれにも該当する者いずれにも該当する者いずれにも該当する者とすとすとすとす

る。る。る。る。    



    (1) (1) (1) (1) 補助対象築造物の所有者又は管理者で、補助対象築造物の所有者又は管理者で、補助対象築造物の所有者又は管理者で、補助対象築造物の所有者又は管理者で、当該当該当該当該補助対象補助対象補助対象補助対象築造物について安築造物について安築造物について安築造物について安

全確保対策を行うもの全確保対策を行うもの全確保対策を行うもの全確保対策を行うもの。ただし、管理者にあっては、安全確保対策を行う。ただし、管理者にあっては、安全確保対策を行う。ただし、管理者にあっては、安全確保対策を行う。ただし、管理者にあっては、安全確保対策を行う

ことについてことについてことについてことについて所所所所有者の同意を得ている者有者の同意を得ている者有者の同意を得ている者有者の同意を得ている者に限る。に限る。に限る。に限る。    

    (2) (2) (2) (2) 市税市税市税市税のののの滞納滞納滞納滞納ががががない者ない者ない者ない者    

    (3) (3) (3) (3) その他補助金を交付することが適当であると市長が認める者その他補助金を交付することが適当であると市長が認める者その他補助金を交付することが適当であると市長が認める者その他補助金を交付することが適当であると市長が認める者    

    （補助対象行為）（補助対象行為）（補助対象行為）（補助対象行為）    

第５第５第５第５    補助補助補助補助金金金金のののの交付の交付の交付の交付の対象と対象と対象と対象となる安全確保対策（以下「補助対象行為」という。）なる安全確保対策（以下「補助対象行為」という。）なる安全確保対策（以下「補助対象行為」という。）なる安全確保対策（以下「補助対象行為」という。）

は、は、は、は、次に掲げる安全確保対策次に掲げる安全確保対策次に掲げる安全確保対策次に掲げる安全確保対策とする。ただし、とする。ただし、とする。ただし、とする。ただし、補助対象築造物の全部補助対象築造物の全部補助対象築造物の全部補助対象築造物の全部がががが現行現行現行現行

法令に適合するように行法令に適合するように行法令に適合するように行法令に適合するように行われ、かつわれ、かつわれ、かつわれ、かつ、、、、着手した着手した着手した着手した年度内に全てを完了するもの年度内に全てを完了するもの年度内に全てを完了するもの年度内に全てを完了するもの

でなければならない。でなければならない。でなければならない。でなければならない。    

    (1) (1) (1) (1) 補助対象築造物の全部を除却するもの補助対象築造物の全部を除却するもの補助対象築造物の全部を除却するもの補助対象築造物の全部を除却するもの    

    (2) (2) (2) (2) 補助対象築造物補助対象築造物補助対象築造物補助対象築造物の全部の全部の全部の全部を除却した後にを除却した後にを除却した後にを除却した後に現行法令現行法令現行法令現行法令に適合した塀を新設すに適合した塀を新設すに適合した塀を新設すに適合した塀を新設す

るものるものるものるもの    

    (3(3(3(3) ) ) ) 補助対象築造物補助対象築造物補助対象築造物補助対象築造物をををを補強補強補強補強し、し、し、し、若しく若しく若しく若しくはははは補修補修補修補修するするするするものものものもの又は補助対象築造物の又は補助対象築造物の又は補助対象築造物の又は補助対象築造物の

一部を除却するもの一部を除却するもの一部を除却するもの一部を除却するもの    

    (4) (4) (4) (4) 補助対象築造物の地上部を一時的に解体補助対象築造物の地上部を一時的に解体補助対象築造物の地上部を一時的に解体補助対象築造物の地上部を一時的に解体し、基礎等を新設して元の壁体し、基礎等を新設して元の壁体し、基礎等を新設して元の壁体し、基礎等を新設して元の壁体

を復旧するものを復旧するものを復旧するものを復旧するもの    

    (5) (5) (5) (5) 補助対象築造物の地上部を解体し、補強措置を講じた補助対象築造物の地上部を解体し、補強措置を講じた補助対象築造物の地上部を解体し、補強措置を講じた補助対象築造物の地上部を解体し、補強措置を講じた後後後後、解体した既存、解体した既存、解体した既存、解体した既存

材を再利用し材を再利用し材を再利用し材を再利用してててて壁体を復旧するもの壁体を復旧するもの壁体を復旧するもの壁体を復旧するもの    

    (6) (6) (6) (6) 補助対象築造物の耐震診断を行った補助対象築造物の耐震診断を行った補助対象築造物の耐震診断を行った補助対象築造物の耐震診断を行った結果結果結果結果、現行法令、現行法令、現行法令、現行法令に適合しに適合しに適合しに適合し安全である安全である安全である安全である

ことが確認できたため、耐震改修工事を行わなかったものことが確認できたため、耐震改修工事を行わなかったものことが確認できたため、耐震改修工事を行わなかったものことが確認できたため、耐震改修工事を行わなかったもの    

２２２２    前項第３号から第５号までに掲げるものにあっては、耐震診断の結果、耐前項第３号から第５号までに掲げるものにあっては、耐震診断の結果、耐前項第３号から第５号までに掲げるものにあっては、耐震診断の結果、耐前項第３号から第５号までに掲げるものにあっては、耐震診断の結果、耐

震改修工事を行うことが適当と震改修工事を行うことが適当と震改修工事を行うことが適当と震改修工事を行うことが適当と認められたものに限り、補助金の交付の対象認められたものに限り、補助金の交付の対象認められたものに限り、補助金の交付の対象認められたものに限り、補助金の交付の対象

とする。とする。とする。とする。    

    （補助（補助（補助（補助対対対対象経費及び補助金額象経費及び補助金額象経費及び補助金額象経費及び補助金額））））    

第６第６第６第６    補助金の補助金の補助金の補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次

に掲げる費用とする。に掲げる費用とする。に掲げる費用とする。に掲げる費用とする。    

    (1) (1) (1) (1) 耐震診断耐震診断耐震診断耐震診断に要するに要するに要するに要する費費費費用用用用    

    (2)(2)(2)(2)    耐震改修工事耐震改修工事耐震改修工事耐震改修工事に要するに要するに要するに要する費費費費用用用用（（（（設計費及び設計費及び設計費及び設計費及び工事監理費工事監理費工事監理費工事監理費をををを含む。）含む。）含む。）含む。）    

２２２２    補助金額補助金額補助金額補助金額は、は、は、は、補助対象経費の３分の２に相当する額補助対象経費の３分の２に相当する額補助対象経費の３分の２に相当する額補助対象経費の３分の２に相当する額（その額に（その額に（その額に（その額に1,0001,0001,0001,000円未円未円未円未

満の端数があるときは、これを切り捨て満の端数があるときは、これを切り捨て満の端数があるときは、これを切り捨て満の端数があるときは、これを切り捨てた額）た額）た額）た額）以内の額とする。ただし、以内の額とする。ただし、以内の額とする。ただし、以内の額とする。ただし、次次次次

の各号に掲げるの各号に掲げるの各号に掲げるの各号に掲げる補助対象行為の補助対象行為の補助対象行為の補助対象行為の区分に応じ、区分に応じ、区分に応じ、区分に応じ、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ当該各号に掲げる額を当該各号に掲げる額を当該各号に掲げる額を当該各号に掲げる額を

限度限度限度限度ととととする。する。する。する。    

    (1) (1) (1) (1) 第第第第５第１項第１号から第５号までに掲げるもの５第１項第１号から第５号までに掲げるもの５第１項第１号から第５号までに掲げるもの５第１項第１号から第５号までに掲げるもの    30303030万円又は補助対象万円又は補助対象万円又は補助対象万円又は補助対象

築造物築造物築造物築造物の長さ１メートルの長さ１メートルの長さ１メートルの長さ１メートルにつきにつきにつきにつき８万８万８万８万円円円円を乗じて得たを乗じて得たを乗じて得たを乗じて得た額額額額のいずれか低い金額のいずれか低い金額のいずれか低い金額のいずれか低い金額    

    (2) (2) (2) (2) 第５第１項第６号に掲げるもの第５第１項第６号に掲げるもの第５第１項第６号に掲げるもの第５第１項第６号に掲げるもの    ３万円３万円３万円３万円    



    （補助金の交付（補助金の交付（補助金の交付（補助金の交付の申請）の申請）の申請）の申請）    

第７第７第７第７    補補補補助金の交付を申請しようとする者助金の交付を申請しようとする者助金の交付を申請しようとする者助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、（以下「申請者」という。）は、（以下「申請者」という。）は、（以下「申請者」という。）は、補助補助補助補助

事業事業事業事業に着手する前に、に着手する前に、に着手する前に、に着手する前に、大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付申ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付申ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付申ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付申

請書（様式第１号）に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。請書（様式第１号）に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。請書（様式第１号）に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。請書（様式第１号）に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。    

    （（（（補助金の交付の補助金の交付の補助金の交付の補助金の交付の決定）決定）決定）決定）    

第８第８第８第８    市長は、市長は、市長は、市長は、第７の規定による第７の規定による第７の規定による第７の規定による補助金の交付の補助金の交付の補助金の交付の補助金の交付の申請があった申請があった申請があった申請があったときはときはときはときは、当該申、当該申、当該申、当該申

請請請請に係る書類に係る書類に係る書類に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行いの審査及び必要に応じ現地調査等を行いの審査及び必要に応じ現地調査等を行いの審査及び必要に応じ現地調査等を行い、適当と認めたときは、、適当と認めたときは、、適当と認めたときは、、適当と認めたときは、

補助金の交付を補助金の交付を補助金の交付を補助金の交付を決定し、決定し、決定し、決定し、大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市ブロック塀等安全確保対策ブロック塀等安全確保対策ブロック塀等安全確保対策ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付事業補助金交付事業補助金交付事業補助金交付

決定（変更）通知書（様式第２号）により申請者に通知する決定（変更）通知書（様式第２号）により申請者に通知する決定（変更）通知書（様式第２号）により申請者に通知する決定（変更）通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとするものとするものとするものとする。。。。    

２２２２    市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助

金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、規則第６条第１金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、規則第６条第１金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、規則第６条第１金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、規則第６条第１

項に規定するもののほか、補助金の交付について条件を付すことができる。項に規定するもののほか、補助金の交付について条件を付すことができる。項に規定するもののほか、補助金の交付について条件を付すことができる。項に規定するもののほか、補助金の交付について条件を付すことができる。    

    （申請の取下げ）（申請の取下げ）（申請の取下げ）（申請の取下げ）    

第第第第９９９９    規則第８条第１項の市長が定める期日は、補助金の交付決定の通知を受規則第８条第１項の市長が定める期日は、補助金の交付決定の通知を受規則第８条第１項の市長が定める期日は、補助金の交付決定の通知を受規則第８条第１項の市長が定める期日は、補助金の交付決定の通知を受

領した日か領した日か領した日か領した日から起算してら起算してら起算してら起算して15151515日以内とする。日以内とする。日以内とする。日以内とする。    

    （補助事業の着手）（補助事業の着手）（補助事業の着手）（補助事業の着手）    

第第第第10101010    第８の規定による補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」第８の規定による補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」第８の規定による補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」第８の規定による補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、速やかに補助事業に着手するものとする。という。）は、速やかに補助事業に着手するものとする。という。）は、速やかに補助事業に着手するものとする。という。）は、速やかに補助事業に着手するものとする。    

    （変更等の承認）（変更等の承認）（変更等の承認）（変更等の承認）    

第第第第11111111    補助事業者は、補助事業者は、補助事業者は、補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若し補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若し補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若し補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若し

くは廃止しようとするときは、くは廃止しようとするときは、くは廃止しようとするときは、くは廃止しようとするときは、大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業計画ブロック塀等安全確保対策事業計画ブロック塀等安全確保対策事業計画ブロック塀等安全確保対策事業計画

変更（中止・廃止）承認申請書変更（中止・廃止）承認申請書変更（中止・廃止）承認申請書変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）に関係書類を添えて、遅滞な（様式第３号）に関係書類を添えて、遅滞な（様式第３号）に関係書類を添えて、遅滞な（様式第３号）に関係書類を添えて、遅滞な

く市長に提出しなければならない。く市長に提出しなければならない。く市長に提出しなければならない。く市長に提出しなければならない。    

    （中間報告（中間報告（中間報告（中間報告等等等等））））    

第第第第12121212    補助事業者は、第５第１項第３号から第５号までに補助事業者は、第５第１項第３号から第５号までに補助事業者は、第５第１項第３号から第５号までに補助事業者は、第５第１項第３号から第５号までに掲げる掲げる掲げる掲げる安全確保対策安全確保対策安全確保対策安全確保対策

を行う場合においてを行う場合においてを行う場合においてを行う場合において、耐、耐、耐、耐震診断を行ったときは震診断を行ったときは震診断を行ったときは震診断を行ったときは、、、、大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市ブロック塀等安全ブロック塀等安全ブロック塀等安全ブロック塀等安全

確保対策事業補助金確保対策事業補助金確保対策事業補助金確保対策事業補助金中間中間中間中間報告書報告書報告書報告書兼耐震改修工事着手承認申請書兼耐震改修工事着手承認申請書兼耐震改修工事着手承認申請書兼耐震改修工事着手承認申請書（様式第（様式第（様式第（様式第４４４４号）号）号）号）

に関係書類を添えて、速やかにに関係書類を添えて、速やかにに関係書類を添えて、速やかにに関係書類を添えて、速やかに市長に報告し、耐震改修工事を行うことにつ市長に報告し、耐震改修工事を行うことにつ市長に報告し、耐震改修工事を行うことにつ市長に報告し、耐震改修工事を行うことにつ

いて承認を受けなければならない。いて承認を受けなければならない。いて承認を受けなければならない。いて承認を受けなければならない。    

２２２２    市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当

と認めたときは、と認めたときは、と認めたときは、と認めたときは、補助事業者に対し、大船渡市補助事業者に対し、大船渡市補助事業者に対し、大船渡市補助事業者に対し、大船渡市ブロック塀等安全確保対策事ブロック塀等安全確保対策事ブロック塀等安全確保対策事ブロック塀等安全確保対策事

業補助金業補助金業補助金業補助金耐震改修工事着手承認通知耐震改修工事着手承認通知耐震改修工事着手承認通知耐震改修工事着手承認通知書（様式第書（様式第書（様式第書（様式第５５５５号）により通知するものと号）により通知するものと号）により通知するものと号）により通知するものと

する。する。する。する。    

３３３３    補助事業者は、補助事業者は、補助事業者は、補助事業者は、前項の規定による通知を前項の規定による通知を前項の規定による通知を前項の規定による通知を受けたときは、速やかに耐震改修受けたときは、速やかに耐震改修受けたときは、速やかに耐震改修受けたときは、速やかに耐震改修

工事に着手するものとする。工事に着手するものとする。工事に着手するものとする。工事に着手するものとする。    

    （（（（検査検査検査検査））））    



第第第第13131313    市長は、補助事業が適正になされているかを確認するために必要がある市長は、補助事業が適正になされているかを確認するために必要がある市長は、補助事業が適正になされているかを確認するために必要がある市長は、補助事業が適正になされているかを確認するために必要がある

と認めるときは、補助事業者に通知の上、その敷地内に立ち入りと認めるときは、補助事業者に通知の上、その敷地内に立ち入りと認めるときは、補助事業者に通知の上、その敷地内に立ち入りと認めるときは、補助事業者に通知の上、その敷地内に立ち入り、、、、検査を行検査を行検査を行検査を行

うことができる。うことができる。うことができる。うことができる。    

２２２２    市長は、前項の規定による検査を行った結果、補助事業が適正市長は、前項の規定による検査を行った結果、補助事業が適正市長は、前項の規定による検査を行った結果、補助事業が適正市長は、前項の規定による検査を行った結果、補助事業が適正に行われてに行われてに行われてに行われて

いないと認める場合いないと認める場合いないと認める場合いないと認める場合は、補助事業が適正に行われるよう補助は、補助事業が適正に行われるよう補助は、補助事業が適正に行われるよう補助は、補助事業が適正に行われるよう補助事業事業事業事業者に指者に指者に指者に指示す示す示す示す

ることができる。この場合において、補助事業ることができる。この場合において、補助事業ることができる。この場合において、補助事業ることができる。この場合において、補助事業者が指者が指者が指者が指示示示示に従わないときは、に従わないときは、に従わないときは、に従わないときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。    

    （完了報告）（完了報告）（完了報告）（完了報告）    

第第第第11114444    補助事業者補助事業者補助事業者補助事業者は、は、は、は、補助事業補助事業補助事業補助事業が完了したときは、が完了したときは、が完了したときは、が完了したときは、大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市ブロック塀等安全ブロック塀等安全ブロック塀等安全ブロック塀等安全

確保対策確保対策確保対策確保対策事業補助金完了報告書事業補助金完了報告書事業補助金完了報告書事業補助金完了報告書（様式第（様式第（様式第（様式第６６６６号）号）号）号）に関係書類に関係書類に関係書類に関係書類を添えて、速やかを添えて、速やかを添えて、速やかを添えて、速やか

に市長に提出しなければならない。に市長に提出しなければならない。に市長に提出しなければならない。に市長に提出しなければならない。    

    （（（（補助金の補助金の補助金の補助金の交付額の確定）交付額の確定）交付額の確定）交付額の確定）    

第第第第11115555    市長は、市長は、市長は、市長は、第第第第14141414の規定による完了のの規定による完了のの規定による完了のの規定による完了の報告報告報告報告をををを受けたときは、受けたときは、受けたときは、受けたときは、当該報告に係る当該報告に係る当該報告に係る当該報告に係る

書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、、、、補助事業が補助事業が補助事業が補助事業が補助金の交付決定補助金の交付決定補助金の交付決定補助金の交付決定

の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額をの内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額をの内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額をの内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を

確定し、確定し、確定し、確定し、大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付額確定通知書ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付額確定通知書ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付額確定通知書ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付額確定通知書（様（様（様（様

式第式第式第式第７７７７号）により、号）により、号）により、号）により、補助事業者補助事業者補助事業者補助事業者に通知に通知に通知に通知するするするするものとするものとするものとするものとする。。。。    

    （補助金の請求及び交付）（補助金の請求及び交付）（補助金の請求及び交付）（補助金の請求及び交付）    

第第第第11116666    補助事業者補助事業者補助事業者補助事業者は、第は、第は、第は、第11115555の規定による通知を受けたときは、の規定による通知を受けたときは、の規定による通知を受けたときは、の規定による通知を受けたときは、大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市ブロッブロッブロッブロッ

ク塀等安全確保対策ク塀等安全確保対策ク塀等安全確保対策ク塀等安全確保対策事業補助金交付請求書事業補助金交付請求書事業補助金交付請求書事業補助金交付請求書（様式第（様式第（様式第（様式第８８８８号）号）号）号）により、市長に対により、市長に対により、市長に対により、市長に対

し補助金し補助金し補助金し補助金の交付の交付の交付の交付を請求を請求を請求を請求しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

２２２２    市長は、前項の市長は、前項の市長は、前項の市長は、前項の規定による規定による規定による規定による請求請求請求請求書を受理したときは、その内容を審査した書を受理したときは、その内容を審査した書を受理したときは、その内容を審査した書を受理したときは、その内容を審査した

上で、速やかに上で、速やかに上で、速やかに上で、速やかに補助金を交付する。補助金を交付する。補助金を交付する。補助金を交付する。    

    （指導及び助言）（指導及び助言）（指導及び助言）（指導及び助言）    

第第第第17171717    市長は、ブロック塀等の耐震性及び安全性の向上が図られるよう、必要市長は、ブロック塀等の耐震性及び安全性の向上が図られるよう、必要市長は、ブロック塀等の耐震性及び安全性の向上が図られるよう、必要市長は、ブロック塀等の耐震性及び安全性の向上が図られるよう、必要

な指導及び助言をすることができる。な指導及び助言をすることができる。な指導及び助言をすることができる。な指導及び助言をすることができる。    

    （調査に対する協力）（調査に対する協力）（調査に対する協力）（調査に対する協力）    

第第第第18181818    補助事業者補助事業者補助事業者補助事業者は、このは、このは、このは、この要綱による補助金の執行等に関し、市長が必要な調要綱による補助金の執行等に関し、市長が必要な調要綱による補助金の執行等に関し、市長が必要な調要綱による補助金の執行等に関し、市長が必要な調

査をしようとするときは、これに協力査をしようとするときは、これに協力査をしようとするときは、これに協力査をしようとするときは、これに協力するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。    

    （（（（業務の業務の業務の業務の委託）委託）委託）委託）    

第第第第19191919    市長は、この要綱に定める業務の一部を委託することができる。市長は、この要綱に定める業務の一部を委託することができる。市長は、この要綱に定める業務の一部を委託することができる。市長は、この要綱に定める業務の一部を委託することができる。    

    （（（（補則補則補則補則））））    

第第第第20202020    この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。    

    



様式第１号（第７関係）様式第１号（第７関係）様式第１号（第７関係）様式第１号（第７関係）    

    

                                                                                                                年年年年        月月月月        日日日日    

    

    大船渡市長大船渡市長大船渡市長大船渡市長    様様様様    

    

                                                        申請者申請者申請者申請者    住所住所住所住所                                                                

                                                                        氏名氏名氏名氏名

ふりがな

                                                    印印印印        

                                                                        電話電話電話電話                                                                

    

大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付申請書大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付申請書大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付申請書大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付申請書    

    大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金の交付を受けたいので、大船大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金の交付を受けたいので、大船大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金の交付を受けたいので、大船大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金の交付を受けたいので、大船

渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第７の規定により、関係書渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第７の規定により、関係書渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第７の規定により、関係書渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第７の規定により、関係書

類を添えて申請します。類を添えて申請します。類を添えて申請します。類を添えて申請します。    

所 在 地所 在 地所 在 地所 在 地    大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市                    町町町町    

避 難 路 沿 道 等避 難 路 沿 道 等避 難 路 沿 道 等避 難 路 沿 道 等    

の 種 類の 種 類の 種 類の 種 類    

    

    

ブ

ロ

ッ

ク

ブ

ロ

ッ

ク

ブ

ロ

ッ

ク

ブ

ロ

ッ

ク

塀

等

塀

等

塀

等

塀

等

    

確 認 申 請確 認 申 請確 認 申 請確 認 申 請    

年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日    

                    年年年年            月月月月            日日日日    第第第第                号号号号    

※確認済証※確認済証※確認済証※確認済証、、、、検査済証検査済証検査済証検査済証等等等等がある場合に記入してください。がある場合に記入してください。がある場合に記入してください。がある場合に記入してください。    

築造年月日築造年月日築造年月日築造年月日                        年年年年            月月月月            日日日日    

対 象対 象対 象対 象 延 長延 長延 長延 長    

避難路沿道に面した部分避難路沿道に面した部分避難路沿道に面した部分避難路沿道に面した部分    避難地に面した部分避難地に面した部分避難地に面した部分避難地に面した部分    合計合計合計合計    

ｍｍｍｍ    ｍｍｍｍ    ｍｍｍｍ    

種 類種 類種 類種 類    

補強コンクリートブロック造・組積造（補強コンクリートブロック造・組積造（補強コンクリートブロック造・組積造（補強コンクリートブロック造・組積造（                                    ））））    

その他（その他（その他（その他（                                                                                            ））））    

補助対象経費補助対象経費補助対象経費補助対象経費    

（税込み）（税込み）（税込み）（税込み）    

                                            円円円円    

内消費税等内消費税等内消費税等内消費税等                        円円円円    

補助金交付補助金交付補助金交付補助金交付    

申 請 額申 請 額申 請 額申 請 額    

円円円円    

安

全

確

保

対

策

安

全

確

保

対

策

安

全

確

保

対

策

安

全

確

保

対

策    

事 業事 業事 業事 業 内 容内 容内 容内 容    

（具体的に記入）（具体的に記入）（具体的に記入）（具体的に記入）    

    

    

予 定 期 間予 定 期 間予 定 期 間予 定 期 間                    年年年年        月月月月        日日日日    ～～～～                    年年年年        月月月月        日日日日    

診断・設計者診断・設計者診断・設計者診断・設計者    

氏 名 ・ 住 所氏 名 ・ 住 所氏 名 ・ 住 所氏 名 ・ 住 所    

連 絡 先連 絡 先連 絡 先連 絡 先    

一級・二級一級・二級一級・二級一級・二級    建築士建築士建築士建築士    第第第第                    号・ブロック塀診断士号・ブロック塀診断士号・ブロック塀診断士号・ブロック塀診断士    

    

                                    電話番号電話番号電話番号電話番号                （（（（                ））））                    

施 工 者施 工 者施 工 者施 工 者    

名称・代表者名名称・代表者名名称・代表者名名称・代表者名    

連 絡 先連 絡 先連 絡 先連 絡 先    

    

    

                                    電話番号電話番号電話番号電話番号                （（（（                ））））                    

添

付

書

類

添

付

書

類

添

付

書

類

添

付

書

類    

□ブロック塀等□ブロック塀等□ブロック塀等□ブロック塀等の付近見取図、現況の配置図、平面図、の付近見取図、現況の配置図、平面図、の付近見取図、現況の配置図、平面図、の付近見取図、現況の配置図、平面図、立面図等立面図等立面図等立面図等    

□ブロック塀等の築造年月日□ブロック塀等の築造年月日□ブロック塀等の築造年月日□ブロック塀等の築造年月日が確認できるが確認できるが確認できるが確認できる書類（確認済証、検査済証、築造当時の写真等）書類（確認済証、検査済証、築造当時の写真等）書類（確認済証、検査済証、築造当時の写真等）書類（確認済証、検査済証、築造当時の写真等）    

□□□□ブロック塀等ブロック塀等ブロック塀等ブロック塀等の現況写真（対象物の状況がの現況写真（対象物の状況がの現況写真（対象物の状況がの現況写真（対象物の状況が分か分か分か分かるるるるもの）もの）もの）もの）    

□□□□自己点検結果を確認できる書類自己点検結果を確認できる書類自己点検結果を確認できる書類自己点検結果を確認できる書類    

□耐震診断を行う者の資格を証明する書類（耐震診断を行う場合のみ）□耐震診断を行う者の資格を証明する書類（耐震診断を行う場合のみ）□耐震診断を行う者の資格を証明する書類（耐震診断を行う場合のみ）□耐震診断を行う者の資格を証明する書類（耐震診断を行う場合のみ）    

□計画予定図（工法□計画予定図（工法□計画予定図（工法□計画予定図（工法や改修方法や改修方法や改修方法や改修方法等等等等が確認できるもの。が確認できるもの。が確認できるもの。が確認できるもの。改築改築改築改築のののの場合はその計画図）場合はその計画図）場合はその計画図）場合はその計画図）    

□耐震診断・耐震改修工事に□耐震診断・耐震改修工事に□耐震診断・耐震改修工事に□耐震診断・耐震改修工事に要す要す要す要する費用の見積書る費用の見積書る費用の見積書る費用の見積書    

□市□市□市□市税税税税の滞納がないことをの滞納がないことをの滞納がないことをの滞納がないことを証明証明証明証明するするするする書書書書類類類類    

□その他（□その他（□その他（□その他（                                                                                                                                            ））））    

※市記入欄※市記入欄※市記入欄※市記入欄        



様式第２号（第８関係）様式第２号（第８関係）様式第２号（第８関係）様式第２号（第８関係）    

    

                                                                                                                            第第第第        号号号号    

                                                                                                                年年年年        月月月月        日日日日    

    

                                        様様様様    

    

                                                                            大船渡市長大船渡市長大船渡市長大船渡市長                                    印印印印        

    

            大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付決定（変更）通大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付決定（変更）通大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付決定（変更）通大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付決定（変更）通            

            知書知書知書知書    

                    年年年年        月月月月        日付けで交付申請のあった大船渡市ブロック塀等安全日付けで交付申請のあった大船渡市ブロック塀等安全日付けで交付申請のあった大船渡市ブロック塀等安全日付けで交付申請のあった大船渡市ブロック塀等安全

確保対策事業補助金について、大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金確保対策事業補助金について、大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金確保対策事業補助金について、大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金確保対策事業補助金について、大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金

交付要綱第８の規定により、下記のとおり交付することに決定（変更）したの交付要綱第８の規定により、下記のとおり交付することに決定（変更）したの交付要綱第８の規定により、下記のとおり交付することに決定（変更）したの交付要綱第８の規定により、下記のとおり交付することに決定（変更）したの

で通知します。で通知します。で通知します。で通知します。    

    

記記記記    

１１１１    事業内容事業内容事業内容事業内容    

    

２２２２    交付決定額交付決定額交付決定額交付決定額        金金金金                            円円円円    

    

３３３３    条件条件条件条件    

    ・・・・この通知の受領後、速やかに補助事業に着手すること。この通知の受領後、速やかに補助事業に着手すること。この通知の受領後、速やかに補助事業に着手すること。この通知の受領後、速やかに補助事業に着手すること。    

    ・大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第５第１項第３号・大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第５第１項第３号・大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第５第１項第３号・大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第５第１項第３号

から第５号までに掲げる安全確保対策を行う場合は、耐震診断の終了後、から第５号までに掲げる安全確保対策を行う場合は、耐震診断の終了後、から第５号までに掲げる安全確保対策を行う場合は、耐震診断の終了後、から第５号までに掲げる安全確保対策を行う場合は、耐震診断の終了後、

速やかにその結果を市長に報告し、市長の承認を受けてから耐震改修工事速やかにその結果を市長に報告し、市長の承認を受けてから耐震改修工事速やかにその結果を市長に報告し、市長の承認を受けてから耐震改修工事速やかにその結果を市長に報告し、市長の承認を受けてから耐震改修工事

に着手すること。に着手すること。に着手すること。に着手すること。    

    ・・・・補助事業に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受ける補助事業に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受ける補助事業に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受ける補助事業に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受ける

こと。こと。こと。こと。    

    ・・・・補助事業の内容の変更をする場合には、市長の承認を受けること。補助事業の内容の変更をする場合には、市長の承認を受けること。補助事業の内容の変更をする場合には、市長の承認を受けること。補助事業の内容の変更をする場合には、市長の承認を受けること。    

    ・・・・補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。    

    ・・・・補助事業が予定期間補助事業が予定期間補助事業が予定期間補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合には、市長に報告してその指示を受けること。た場合には、市長に報告してその指示を受けること。た場合には、市長に報告してその指示を受けること。た場合には、市長に報告してその指示を受けること。    

    ・その他（・その他（・その他（・その他（                                                                                                                ））））    

    



様式第３号（第様式第３号（第様式第３号（第様式第３号（第11111111関係）関係）関係）関係）    

    

                                                                                                                年年年年        月月月月        日日日日    

    

    大船渡市長大船渡市長大船渡市長大船渡市長    様様様様    

    

                                                                        住所住所住所住所                                                                

                                                                        氏名氏名氏名氏名

ふりがな

                                                    印印印印        

                                                                        電話電話電話電話                                                                

    

            大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業計画変更（中止・廃止）承大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業計画変更（中止・廃止）承大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業計画変更（中止・廃止）承大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業計画変更（中止・廃止）承    

認申請書認申請書認申請書認申請書    

                    年年年年        月月月月        日付け大船渡市指令日付け大船渡市指令日付け大船渡市指令日付け大船渡市指令    第第第第        号で補助金の交付決定の号で補助金の交付決定の号で補助金の交付決定の号で補助金の交付決定の

通知のあった大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金について、下記の通知のあった大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金について、下記の通知のあった大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金について、下記の通知のあった大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金について、下記の

理由により変更（中止・廃止）したいので、承認されたく申請します。理由により変更（中止・廃止）したいので、承認されたく申請します。理由により変更（中止・廃止）したいので、承認されたく申請します。理由により変更（中止・廃止）したいので、承認されたく申請します。    

    

記記記記    

１１１１    変更（中止・廃止）の理由変更（中止・廃止）の理由変更（中止・廃止）の理由変更（中止・廃止）の理由    

    

    

    

２２２２    変更等の変更等の変更等の変更等の内容内容内容内容    

    

    

    

    



様式第４号（第様式第４号（第様式第４号（第様式第４号（第12121212関係）関係）関係）関係）    

    

                                                                                                                年年年年        月月月月        日日日日    

    

    大船渡市長大船渡市長大船渡市長大船渡市長    様様様様    

    

                                                                        住所住所住所住所                                                                

                                                                        氏名氏名氏名氏名

ふりがな

                                                    印印印印        

                                                                        電話電話電話電話                                                                

    

            大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金中間報告書大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金中間報告書大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金中間報告書大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金中間報告書兼耐震改兼耐震改兼耐震改兼耐震改            

            修工事着手承認修工事着手承認修工事着手承認修工事着手承認申請書申請書申請書申請書    

                    年年年年        月月月月        日付け大船渡市指令日付け大船渡市指令日付け大船渡市指令日付け大船渡市指令    第第第第        号で補助金の交付決定の号で補助金の交付決定の号で補助金の交付決定の号で補助金の交付決定の

通知のあった大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金について、耐震診通知のあった大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金について、耐震診通知のあった大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金について、耐震診通知のあった大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金について、耐震診

断を行ったので、大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第断を行ったので、大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第断を行ったので、大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第断を行ったので、大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第12121212

第１項の規定により報告し、耐震改修工事を行うことについて承認を求めます。第１項の規定により報告し、耐震改修工事を行うことについて承認を求めます。第１項の規定により報告し、耐震改修工事を行うことについて承認を求めます。第１項の規定により報告し、耐震改修工事を行うことについて承認を求めます。    

    

記記記記    

１１１１    事業の内容事業の内容事業の内容事業の内容    

    

    

２２２２    添付書類添付書類添付書類添付書類    

    (1) (1) (1) (1) 耐震診断書耐震診断書耐震診断書耐震診断書    

    (2) (2) (2) (2) 耐震改修計画書耐震改修計画書耐震改修計画書耐震改修計画書    

    (3) (3) (3) (3) その他その他その他その他    

    



様式第５号（第様式第５号（第様式第５号（第様式第５号（第12121212関係）関係）関係）関係）    

    

                                                                                                                            第第第第        号号号号    

                                                                                                                年年年年        月月月月        日日日日    

    

                                        様様様様    

    

                                                                            大船渡市長大船渡市長大船渡市長大船渡市長                                    印印印印        

    

            大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金耐震改修工事着手承大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金耐震改修工事着手承大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金耐震改修工事着手承大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金耐震改修工事着手承            

            認通知書認通知書認通知書認通知書    

                    年年年年        月月月月        日付け日付け日付け日付けで中間で中間で中間で中間報告報告報告報告のあった大船渡市ブロック塀等安全のあった大船渡市ブロック塀等安全のあった大船渡市ブロック塀等安全のあった大船渡市ブロック塀等安全

確保対策事業補助金について確保対策事業補助金について確保対策事業補助金について確保対策事業補助金について、、、、耐震改修工事を行うことが適当と認められます耐震改修工事を行うことが適当と認められます耐震改修工事を行うことが適当と認められます耐震改修工事を行うことが適当と認められます

ので、工事の着手を承認しますので、工事の着手を承認しますので、工事の着手を承認しますので、工事の着手を承認します。。。。    

    

記記記記    

工事着手についての条件工事着手についての条件工事着手についての条件工事着手についての条件    

    



様式第６様式第６様式第６様式第６号（第号（第号（第号（第14141414関係）関係）関係）関係）    

    

                                                                                                                年年年年        月月月月        日日日日    

    

    大船渡市長大船渡市長大船渡市長大船渡市長    様様様様    

    

                                                                        住所住所住所住所                                                                

                                                                        氏名氏名氏名氏名

ふりがな

                                                    印印印印        

                                                                        電話電話電話電話                                                                

    

大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金完了報告書大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金完了報告書大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金完了報告書大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金完了報告書    

                    年年年年        月月月月        日付け大船渡市指令日付け大船渡市指令日付け大船渡市指令日付け大船渡市指令    第第第第        号で号で号で号で補助金の交付決定の補助金の交付決定の補助金の交付決定の補助金の交付決定の

通知のあった大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業が完了しましたので、大通知のあった大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業が完了しましたので、大通知のあった大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業が完了しましたので、大通知のあった大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業が完了しましたので、大

船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第14141414の規定により、関係の規定により、関係の規定により、関係の規定により、関係

書類を添えて報告します。書類を添えて報告します。書類を添えて報告します。書類を添えて報告します。    

所 在 地所 在 地所 在 地所 在 地        

事 業 内 容事 業 内 容事 業 内 容事 業 内 容    

((((具体的に記入具体的に記入具体的に記入具体的に記入))))    

    

    

交付決定金額交付決定金額交付決定金額交付決定金額                                                円円円円    

補 助 事 業 に補 助 事 業 に補 助 事 業 に補 助 事 業 に    

要 し た 経 費要 し た 経 費要 し た 経 費要 し た 経 費    

                                            円（耐震診断）円（耐震診断）円（耐震診断）円（耐震診断）    

                                            円（耐震改修工事）円（耐震改修工事）円（耐震改修工事）円（耐震改修工事）    

添

付

書

類

添

付

書

類

添

付

書

類

添

付

書

類    

耐震耐震耐震耐震    

診断診断診断診断    

□耐震診断書□耐震診断書□耐震診断書□耐震診断書    

□請求書又は領収書（写し）□請求書又は領収書（写し）□請求書又は領収書（写し）□請求書又は領収書（写し）    

□調査状況写真□調査状況写真□調査状況写真□調査状況写真    

□その他（□その他（□その他（□その他（                                                                                            ））））    

耐震耐震耐震耐震    

改修改修改修改修    

工事工事工事工事    

□請求書又は領収書（写し）□請求書又は領収書（写し）□請求書又は領収書（写し）□請求書又は領収書（写し）    

□工事施工中□工事施工中□工事施工中□工事施工中及び工事完了後の写真及び工事完了後の写真及び工事完了後の写真及び工事完了後の写真    

□完成図（工法や改修方法等□完成図（工法や改修方法等□完成図（工法や改修方法等□完成図（工法や改修方法等の詳細の詳細の詳細の詳細が確認できるもの）が確認できるもの）が確認できるもの）が確認できるもの）    

□その他（□その他（□その他（□その他（                                                                                            ））））    

備考備考備考備考    

    

    

    

    

    



様式第様式第様式第様式第７７７７号（第号（第号（第号（第15151515関係）関係）関係）関係）    

    

                                                                                                                            第第第第        号号号号    

                                                                                                                年年年年        月月月月        日日日日    

    

                                        様様様様    

    

                                                                            大船渡市長大船渡市長大船渡市長大船渡市長                                    印印印印        

    

大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付額確定通知書ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付額確定通知書ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付額確定通知書ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付額確定通知書    

                    年年年年        月月月月        日付けで完了報告のあった大船渡市ブロック塀等安全日付けで完了報告のあった大船渡市ブロック塀等安全日付けで完了報告のあった大船渡市ブロック塀等安全日付けで完了報告のあった大船渡市ブロック塀等安全

確保対策事業補助金について、補助金の交付額が確定したので、大船渡市ブロ確保対策事業補助金について、補助金の交付額が確定したので、大船渡市ブロ確保対策事業補助金について、補助金の交付額が確定したので、大船渡市ブロ確保対策事業補助金について、補助金の交付額が確定したので、大船渡市ブロ

ック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第ック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第ック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第ック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第15151515の規定により、下記のとおり通の規定により、下記のとおり通の規定により、下記のとおり通の規定により、下記のとおり通

知します。知します。知します。知します。    

    

記記記記    

補助金交付額補助金交付額補助金交付額補助金交付額    金金金金                        円円円円    

    

    



様式第８様式第８様式第８様式第８号（第号（第号（第号（第16161616関係）関係）関係）関係）    

    

                                                                                                                年年年年        月月月月        日日日日    

    

    大船渡市長大船渡市長大船渡市長大船渡市長    様様様様    

    

                                                                        住所住所住所住所                                                                

                                                                        氏名氏名氏名氏名

ふりがな

                                                    印印印印        

                                                                        電話電話電話電話                                                                

    

大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付請求書大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付請求書大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付請求書大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付請求書    

                    年年年年        月月月月        日付け大船渡市指令日付け大船渡市指令日付け大船渡市指令日付け大船渡市指令    第第第第        号で補助金の交付決定の号で補助金の交付決定の号で補助金の交付決定の号で補助金の交付決定の

通知のあった大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金について、大船渡通知のあった大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金について、大船渡通知のあった大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金について、大船渡通知のあった大船渡市ブロック塀等安全確保対策事業補助金について、大船渡

市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱第11116666第第第第１項１項１項１項の規定により、の規定により、の規定により、の規定により、下下下下

記のとおり補助金の交付を請求記のとおり補助金の交付を請求記のとおり補助金の交付を請求記のとおり補助金の交付を請求します。します。します。します。    

    

記記記記    

１１１１    請求額請求額請求額請求額        金金金金                                円円円円    

    

２２２２    振込先振込先振込先振込先    

ふ り が なふ り が なふ り が なふ り が な        

口 座 名 義 人口 座 名 義 人口 座 名 義 人口 座 名 義 人

氏 名氏 名氏 名氏 名    

    

金 融 機 関 名金 融 機 関 名金 融 機 関 名金 融 機 関 名        支 店 名支 店 名支 店 名支 店 名        

種 別種 別種 別種 別    普通・当座普通・当座普通・当座普通・当座    口 座 番 号口 座 番 号口 座 番 号口 座 番 号        

※振込先は申請者名義の口座に限ります。※振込先は申請者名義の口座に限ります。※振込先は申請者名義の口座に限ります。※振込先は申請者名義の口座に限ります。    

    


